
広島市告示第１２３号 

令和８年３月２７日 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、広島市

と庄原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約を添付のとおり締結したので、同法第２

５２条の２第２項の規定により、連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理由並びに

その概要を付して告示します。 

 

広島市長 松 井 一 實 

 

 



連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理由並びにその概要 

 

１ 連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理由 

  人口減少・少子高齢社会にあっても、広島広域都市圏全体の経済成長のけん引、高次の都市

機能の集積・強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組を協力して実施す

ることにより、ヒト・モノ・カネ・情報の循環を基調とする「ローカル経済圏」を構築し、も

って圏域の経済を活性化し自律的で持続的な発展を図ることを目的として、広島市と圏域内の

32 市町それぞれとの間で連携協約を締結し、「連携中枢都市圏制度」を活用した取組を進めて

いる。 

この度、庄原市が広島広域都市圏に参画することに伴い、広島市と庄原市それぞれとの間に

おいて連携協約を締結するものである。 

 

２ 連携協約の概要 

 ⑴ 連携協約は、人口減少・少子高齢社会にあっても、広島市及び庄原市が、圏域全体の経済

成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化及び圏域全体の生活関連機能サービスの向上に

関する取組を協力して実施することにより、ヒト・モノ・カネ・情報の循環を基調とする「ロ

ーカル経済圏」を構築し、もって圏域の経済を活性化し自律的で持続的な発展を図ることを

目的とする。 

⑵ 広島市及び庄原市は、⑴の目的を達成するため、連携協約の別表に掲げる取組を協力して

実施し、相互に連携を図るものとする。 

⑶ ⑵の取組を推進するため、圏域の目指す将来像とその実現に向けた具体的な施策を示す

「広島広域都市圏発展ビジョン」（以下「ビジョン」という。）を広島市が、庄原市を含む圏

域内の市町と協議して策定する。 

⑷ ⑵の取組を広島市及び庄原市が実施するために要する費用及びその分担については、広島

市及び庄原市が協議してビジョンに定める。 

⑸ 広島市及び庄原市の長は、連携協約の推進に関し連絡調整を図るため、毎年度会議を開催

するものとする。 

⑹ 連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、広島市及び庄原市の協議によるものと

する。この場合において、広島市及び庄原市は、地方自治法第２５２条の２第４項の規定に

より、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 

⑺ 連携協約は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

 

連携中枢都市圏形成に係る連携協約書 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月２７日 

 

広島市・庄原市 
 

 



広島市と庄原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約 

 

広島市（以下「甲」という。）及び庄原市（以下「乙」という。）は、連

携中枢都市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第２００号

総務省自治行政局長通知）に基づく連携中枢都市圏である広島広域都市圏

（以下「圏域」という。）を形成するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、次のとおり連携協約を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 この連携協約は、人口減少・少子高齢社会にあっても、甲及び乙

が、圏域全体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化及び圏

域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組を協力して実施す

ることにより、ヒト・モノ・カネ・情報の循環を基調とする「ローカル

経済圏」を構築し、もって圏域の経済を活性化し自律的で持続的な発展

を図ることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、別表に掲げる

取組を協力して実施し、相互に連携を図るものとする。 

 

（連携を図る取組及び役割分担） 

第３条 甲及び乙が相互に連携を図る取組の内容及び役割分担は、別表に

掲げるとおりとする。 

 

（広島広域都市圏発展ビジョン） 

第４条 第２条に規定する取組を推進するため、圏域の目指す将来像とそ

の実現に向けた具体的な施策を示す「広島広域都市圏発展ビジョン｣（以

下「ビジョン」という。）を甲が、乙を含む圏域内の市町と協議して策

定する。 

２ 第２条に規定する取組を甲及び乙が実施するために要する費用及び

その分担については、甲及び乙が協議してビジョンに定める。 

 



 

（連絡会議） 

第５条 甲及び乙の長は、この連携協約の推進に関し連絡調整を図るため、

毎年度会議を開催するものとする。 

 

（連携協約の変更及び廃止） 

第６条 この連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、甲及び乙

の協議によるものとする。この場合において、甲及び乙は、地方自治法

第２５２条の２第４項の規定により、あらかじめ議会の議決を経なけれ

ばならない。 

 

附 則 

この連携協約は、令和８年４月１日から施行する。 

 

この協約の締結を証するため、本協約書２通を作成し、甲及び乙が記名

押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

 

令和８年３月２７日  

 

 

    甲 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

      広島市 

      広島市長 

 

 

    乙 庄原市中本町一丁目１０番１号 

      庄原市 

      庄原市長 

 



別表（第２条、第３条関係）　

取　組 内　容
甲（連携中枢都市
（広島市））の役割

乙（連携市町）の役割

新たな施策
の企画立案

ヒト・モノ・カネ・情報の循
環を基調とする「ローカル経済
圏」を構築するため、圏域内市
町等で構成する広島広域都市圏
の産業振興に係る研究会を設置
し、新たな施策の企画立案に取
り組む。

事務局として広島広
域都市圏の産業振興に
係る研究会を運営し、
新たな施策の企画立案
に主体的に取り組む。

広島広域都市圏の産
業振興に係る研究会に
参画し、新たな施策の
企画立案に甲と協力し
て取り組む。

新産業の育
成、創業支
援

環境・エネルギー分野及び医
療・福祉関連分野における事業
化や販路開拓に係る支援、地元
大学等が持つ技術シーズを活用
した創業等の支援など、新産業
の育成や創業のための環境づく
りに取り組む。

環境・エネルギー分
野及び医療・福祉関連
分野における事業化や
販路開拓に係る支援、
地元大学等が持つ技術
シーズを活用した創業
等の支援などに主体的
に取り組む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

ものづくり
産業の強化

デザインによる製品・サービ
スの付加価値向上や販路の開
拓、自動車部品メーカーの課題
解決に向けた取組を支援するな
ど、ものづくり産業における中
小企業の競争力の強化に取り組
む。

デザインによる製
品・サービスの付加価
値向上や販路の開拓、
自動車部品メーカーの
課題解決に向けた取組
の支援などに主体的に
取り組む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

中小企業の
経営強化

広島市中小企業支援センター
において人材育成や技術力の向
上を図るなど、中小企業の経営
強化に取り組む。

中小企業経営者への
経営力や技術力の向上
に役立つ知識等の提供
などに主体的に取り組
む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

圏域の特産
品の販路拡
大の促進

圏域の特産品を集約し、広島
市都心部において販売する場を
設けるなど、販路拡大や消費増
大に取り組む。

圏域の特産品の集約
や販売する場の設置な
どに主体的に取り組
む。

特産品の集約や販売
などに甲と協力して取
り組む。

観光プログ
ラムの充実

「食」をテーマとした長期に
わたる周遊イベントの実施など
により観光プログラムの充実を
図るとともに、積極的なプロ
モーション活動に取り組む。

「食」をテーマとし
た長期にわたる周遊イ
ベントやプロモーショ
ン活動などに主体的に
取り組む。

「食」をテーマとし
た長期にわたる周遊イ
ベントなどに甲と協力
して取り組む。

区分

１　圏域全体の経済成長のけん引



取　組 内　容
甲（連携中枢都市
（広島市））の役割

乙（連携市町）の役割区分

観光客の受
入環境整備

国内外からの観光客等が、安
心して快適に圏域内で周遊、滞
在できるよう、観光情報の多言
語による提供や広島駅観光案内
所の機能強化、無料公衆無線Ｌ
ＡＮ環境の充実など、観光客の
受入環境整備に取り組む。

観光情報の多言語に
よる提供や広島駅観光
案内所の機能強化、無
料公衆無線ＬＡＮ環境
の充実などに主体的に
取り組む。

観光情報の多言語に
よる提供や広島駅観光
案内所の機能強化、無
料公衆無線ＬＡＮ環境
の充実などに甲と協力
して取り組む。

国際会議等
の誘致

圏域内の地域資源を活用し
て、魅力的なユニークベニュー
やアフターコンベンションの開
発など、ＭＩＣＥ（国際会議
等）の受入態勢を充実し、誘致
に取り組む。

魅力的なユニークベ
ニューやアフターコン
ベンションの開発など
に主体的に取り組む。

魅力的なユニークベ
ニューやアフターコン
ベンションの開発など
に甲と協力して取り組
む。

圏域内で生
産された農
産物の消費
拡大

圏域内市町の農産物の活用に
向けて、学校給食におけるモデ
ル事業を実施するなど、圏域内
で生産された農産物の地産地消
を進め、消費拡大に取り組む。

圏域内市町の農産物
の活用に向けて、学校
給食におけるモデル事
業の実施などに主体的
に取り組む。

圏域内市町の農産物
の活用に向けて、学校
給食におけるモデル事
業の実施などに甲と協
力して取り組む。

健全な森林
の育成・保
全

自伐林業の支援に係るモデル
事業の実施等を踏まえ、木質バ
イオマスの活用によるビジネス
モデルの構築を図るなど、健全
な森林の育成・保全に取り組
む。

自伐林業の支援に係
るモデル事業の実施や
木質バイオマスの活用
によるビジネスモデル
の構築などに主体的に
取り組む。

木質バイオマスの活
用によるビジネスモデ
ルの構築などに甲と協
力して取り組む。

水産資源の
確保

圏域のかき養殖を中心とした
漁業経営の安定化を図るため、
水産資源の確保や消費拡大に取
り組む。

水産資源の確保や消
費拡大に主体的に取り
組む。

各事業の実施やＰＲ
などに甲と協力して取
り組む。

地元企業に
おける若者
の雇用促進

圏域内市町や経済界、地元大
学等と連携し、若者が地元企業
をより深く知ることができる機
会を確保するなど、地元企業に
おける若者の雇用促進に取り組
む。

若者が地元企業をよ
り深く知ることができ
る機会の確保などに主
体的に取り組む。

若者が地元企業をよ
り深く知ることができ
る機会の確保などに甲
と協力して取り組む。



取　組 内　容
甲（連携中枢都市
（広島市））の役割

乙（連携市町）の役割区分

効果的・効
率的な医療
サービスの
提供体制の
構築

２４時間３６５日体制で電話
による医療相談等を行う救急相
談センター事業の実施や広島市
立病院と圏域内の医療機関との
間のＩＣＴネットワーク整備な
ど、効果的・効率的な医療サー
ビスの提供体制の構築に取り組
む。

救急相談センター事
業による医療相談等の
実施や、地方独立行政
法人広島市立病院機構
が行う広島市立病院と
圏域内の医療機関との
間のＩＣＴネットワー
クによる高度な医療機
能の提供等に対する支
援などに取り組む。

救急相談センター事
業による医療相談等の
実施や、広島市立病院
と圏域内の医療機関と
の間のＩＣＴネット
ワークによる高度な医
療機能の提供などに甲
と協力して取り組む。

圏域北部に
おける拠点
病院の整備

広島市立北部医療センター安
佐市民病院において、高度・急
性期医療機能や災害拠点病院と
しての機能、へき地医療拠点病
院としての機能の充実・強化を
図り、広島県北西部を中心とし
た地域における拠点病院の整備
に取り組む。

高度・急性期医療や
災害時における医療の
提供、へき地医療拠点
病院としての医療支援
など、地方独立行政法
人広島市立病院機構が
運営する広島市立北部
医療センター安佐市民
病院の拠点病院機能の
充実・強化に対する支
援に取り組む。

自市町の住民が必要
とする医療の提供に甲
と協力して取り組む。

圏域内の公
共交通網等
の充実・強
化

圏域にわたるヒト・モノ・カ
ネ・情報の循環に資する広域交
通網の構築に向け、市町と連携
して圏域内の公共交通網等の充
実・強化に取り組む。

圏域内の公共交通網
等の充実・強化に主体
的に取り組む。

圏域内の公共交通網
等の充実・強化に甲と
協力して取り組む。

地域貢献人
材の育成

地域や企業が求める人材を確
保するため、公立大学法人広島
市立大学が圏域内の市町や大
学、経済団体等と連携して実施
する人材育成事業を支援するな
ど、地域貢献人材の育成に取り
組む。

公立大学法人広島市
立大学が圏域内の市町
等と連携して実施する
人材育成事業の支援な
どに主体的に取り組
む。

公立大学法人広島市
立大学が圏域内の市町
等と連携して実施する
人材育成事業の支援な
どに甲と協力して取り
組む。

２　高次の都市機能の集積・強化



取　組 内　容
甲（連携中枢都市
（広島市））の役割

乙（連携市町）の役割区分

地域医療提
供体制の確
保

圏域内住民が地域で安心して
生活を営めるよう、圏域内にお
ける効果的・効率的な救急医療
体制づくりなど、地域医療の充
実・強化に取り組む。

効果的・効率的な救
急医療体制づくりなど
に主体的に取り組む。

効果的・効率的な救
急医療体制づくりなど
に甲と協力して取り組
む。

子 育 て 支
援・教育の
充実

圏域内において、安心してこ
どもを生み、健やかに育てるこ
とができるよう、保育サービス
の広域利用や放課後児童クラブ
職員等の合同研修など、子育て
支援サービスや教育環境の充実
に取り組む。

　
保育サービスの広域

利用や放課後児童クラ
ブ職員等の合同研修な
どに主体的に取り組
む。

　
保育サービスの広域

利用や放課後児童クラ
ブ職員等の合同研修な
どに甲と協力して取り
組む。

文化財・伝
統文化の活
用・保全

圏域内の文化財及び伝統文化
に対する住民の理解と認識を高
め、魅力を広く発信するため、
神楽の公演や継承など、その総
合的な活用及び保全に取り組
む。

神楽の公演や継承な
どに主体的に取り組
む。

神楽の公演や継承な
どに甲と協力して取り
組む。

観光資源の
共同開発・
ＰＲ

圏域の更なる魅力発信に向
け、圏域内の地域資源を発掘し
結び付けるなど、地域の観光資
源の開発や有効活用に取り組
む。

圏域内の地域資源を
発掘し結び付けること
などに主体的に取り組
む。

圏域内の地域資源を
発掘し結び付けること
などに甲と協力して取
り組む。

生活交通の
維持・確保

圏域内住民の交通手段の維
持・確保を図るため、芸備線を
活用した観光振興など、生活交
通の維持・確保に取り組む。

芸備線を活用した観
光振興などに主体的に
取り組む。

芸備線を活用した観
光振興などに甲と協力
して取り組む。

ＩＣＴ環境
の整備・有
効活用

圏域内住民の暮らしにおける
利便性を向上させるため、オー
プンデータの推進や町内会・自
治会等のイベント情報を発信す
るサイトの共同利用など、ＩＣ
Ｔ環境の整備や有効活用に取り
組む。

オープンデータの推
進や町内会・自治会等
のイベント情報を発信
するサイトの共同利用
などに主体的に取り組
む。

オープンデータの推
進や町内会・自治会等
のイベント情報を発信
するサイトの共同利用
などに甲と協力して取
り組む。

３　圏域全体の生活関連機能サービスの向上

⑴　生活機能の強化

⑵　結び付きやネットワークの強化



取　組 内　容
甲（連携中枢都市
（広島市））の役割

乙（連携市町）の役割区分

圏域内産品
の地産地消

圏域内における地域経済の循
環を図るため、圏域の食と酒に
関する情報の発信や販路拡大の
支援など、地産地消等に取り組
む。

圏域の食と酒に関す
る情報の発信や販路拡
大の支援などに主体的
に取り組む。

圏域の食と酒に関す
る情報の発信や販路拡
大の支援などに甲と協
力して取り組む。

交 流 ・ 移
住・定住の
促進

圏域の人口減少への対応を図
るため、圏域の魅力や情報のＰ
Ｒ、民泊の促進など、東京圏等
の住民との交流や圏域への移
住・定住に取り組む。

圏域の魅力や情報の
ＰＲ、民泊の促進など
に主体的に取り組む。

圏域の魅力や情報の
ＰＲ、民泊の促進など
に甲と協力して取り組
む。

圏域内住民
の交流促進

圏域内住民の交流促進を図る
ため、圏域に根ざしたプロス
ポーツ等の共同応援や圏域のイ
ベント情報の相互発信などに取
り組む。

圏域に根ざしたプロ
スポーツ等の共同応援
や圏域のイベント情報
の相互発信などに主体
的に取り組む。

圏域に根ざしたプロ
スポーツ等の共同応援
や圏域のイベント情報
の相互発信などに甲と
協力して取り組む。

安全・安心
な暮らしの
確保

圏域内住民の安全・安心な暮
らしの確保のため、消費者被害
に関する情報の共有など、消費
者対策等に取り組む。

消費者被害に関する
情報の共有などに主体
的に取り組む。

消費者被害に関する
情報の共有などに甲と
協力して取り組む。

職 員 の 育
成・確保

圏域内市町職員の圏域マネジ
メント能力の向上を図るため、
圏域内市町共同による実務研修
や職員交流研修など、職員の育
成・確保に取り組む。

圏域内市町共同によ
る実務研修や職員交流
研修などに主体的に取
り組む。

圏域内市町共同によ
る実務研修や職員交流
研修などに甲と協力し
て取り組む。

事務の効果
的・効率的
な執行

圏域内住民に対する行政サー
ビスの効率化や利便性の向上を
図るため、圏域内市町の連携に
より、行政資源の相互利用や施
策の共同実施、行政サービスの
補完などに取り組む。

行政資源の相互利用
や施策の共同実施、行
政サービスの補完など
に主体的に取り組む。

行政資源の相互利用
や施策の共同実施、行
政サービスの補完など
に甲と協力して取り組
む。

⑶　圏域マネジメント能力の強化


